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は じ め に 

 

学校を取り巻く安全対策については、自然災害はもとより、集団感染症、不審者の侵入による事

件・事故等、自然災害以外の様々な災害を想定した対策が求められています。 

近年、特に学校内や通学途中で生徒が被害にあう事件や事故が発生し、大きな問題となってい

ることから、そういった危機管理事例における、学校や生徒等の安全確保に向けた体制を確立する

必要性が生じてまいりました。 

そこで、生徒等の生命や心身等に危害をもたらし安全を脅かすものを「危機」ととらえ、それに対する

総合的な危機管理体制を学校で構築するために「長野県小海高等学校危機管理対応マニュアル」

を策定しました。 

 

 

このマニュアルの主な内容は次のとおりです。 

 

 

１ 「小海高等学校の危機管理基本方針」の定義等の明確化 

 

２ 危機管理意識の醸成や向上及び家庭や地域と連携した生徒の安全対策の推進など「日常の

安全対策」の必要性についての記載 

 

３ 「危機管理事例」が発生した場合において、学校が行うべき連絡体制や通報などの緊急対応に

ついての記載 

 

４ マスコミ（報道）対応、保護者への対応、心のケアやサポートなど、さまざまな「危機管理事例発

生後の関係者への対応等」についての記載 

 

 

小海高等学校においては、生徒等の生命や心身等の安全の確保を第一に考え、本マニュアルを

活用し、学校・家庭・地域・関係機関と連携を図り、危機管理事例の発生を予防し、また、発生時に

おいては、迅速かつ適切に行動するよう努めます。 

今後、社会環境の変化や新たな知見などにより、危機管理に対しさらなる意識の向上が図られた

場合には、随時本マニュアルを改正し、危機管理体制に万全を期してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 10月                 

小海高等学校長  野村 雅幸     
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１ 小海高等学校の危機管理基本方針 

(1) 学校における危機管理 

 

「危機管理」とは、「人々の生命や心身等に危害をもたらす様々な危険が防止され、万一事件・事故

が発生した場合には、被害を最小限にするために適切かつ迅速に対処すること」と定義されている。 

  このことを踏まえ「学校における危機管理」とは、「日頃から生徒や教職員の生命や心身等の安全を

確保したうえで、発生時には適切かつ迅速に対応すること」であり、そのためにあらゆる危機防止対

策を講じるとともに、危機管理事例が発生した場合には、学校が一丸となって適切に対応できる体制

を整備しておく必要がある。 

  なお、「危機」には自然災害・感染症・事故・事件・不審者侵入等様々な内容が含まれる。 

 

(2) 危機管理の必要性 

 

  学校は、生徒及び教職員が安心して教育活動を行う安全な場所でなければならないが、近年、学校

内や通学途中で生徒が被害にあう事件や事故が発生し、大きな問題となっていることから、学校や生

徒等の安全確保に向けた危機管理体制を確立する必要性がある。 

 

(3) 小海高等学校危機管理方針 

 

  小海高等学校においては「事件・事故等はいつ、どこでも起こりうるのだ」という危機感を常に念

頭において、「学校の安全は職員が積極的に守る」ことを基本とする危機管理意識の醸成並びに向上を

図り、日頃の安全点検や家庭や地域と連携した生徒の安全対策を推進するとともに、事故等発生時に

おいて、迅速に対応できる校内体制を確立する。 

 

２ 日常の安全対策 

(1) 危機管理意識の醸成及び向上 

① 生徒の「危機管理意識」の醸成 

   学校は生徒に対し、事件・事故等を未然に防ぐことができるように、日頃から、安全・人権尊重

教育（防犯教育、防犯訓練及び校外学習の指導等）を行い、生徒の「危機管理」意識の醸成を図る。 

② 教職員の「危機管理意識」の向上 

学校は、指導者である教職員の「危機管理」意識を醸成し向上させるために、ＰＴＡ・保護者・

関係機関連携のもとで職員研修を実施する。 

☆ マニュアルに基づいた教職員研修 

☆ 不審者侵入を想定した緊急時訓練 

☆ 応急手当、心肺蘇生法講習会の実施 

☆ 危機管理対応能力等の向上及び生徒への安全教育充実のための研修会 

 

(2) 学校安全委員会の開催 

  危機管理対策を推進するため、必要に応じて警察、消防、ＰＴＡ、地域の関係者等に意見を求めな

がら、学校安全委員会を随時開催し、生徒及び教職員の安全確保に係る計画の策定、現状の把握と課

題の改善及び将来に向けた方向性を検討する。 
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(3) 日頃の安全点検 

 

学校における危機管理体制を充実するため、事件・事故の未然防止対策を進めるとともに、危機管

理対応マニュアル等を随時見直し、校内体制整備や校内設備等の定期的な点検を行う。 

 

(4) 家庭や地域と連携した生徒の安全対策の推進 

 

通学途中に生徒が犯罪・事故等に巻き込まれることのないよう、学校・家庭・地域の関係団体・機

関が連携し、地域全体で学校安全を推進する。 

 ※①校門前には、部外者の立ち入りを断る旨の掲示をする。 

②校門から校舎の入り口までに、来訪者は事務室に声をかける旨の掲示をする。 

③校舎の入り口には、受付の明示をしておき来訪者の確認を行うこととする。 

 

３ 緊急事態発生時の対応 

 

(1) 緊急時の基本的対応と校内組織等 

 

管理職への報告

と最新情報入手 

□５Ｗ１Ｈに基づいてメモを取り、校長（管理職）へ情報を集約する。 

□校長（管理職）は、現場を確認するとともに、必要に応じて現場を保存する。 

□校外での事案は、生徒指導主任等を派遣し、現場での情報確認や目撃生徒の有無等を確認す

る。地元警察・消防・教育委員会からも最新の情報を入手する。 

□時系列での記録開始し、最新情報を把握する。また、過去の記録も確認する。 

緊急支援要請等 

□重大事案発生時は、警察・教育委員会等へ支援を要請する。 

□傷病者がいる場合は、生命の安全を最優先し、できる限りの応急措置、救急救命措置を施す

とともに、救急車出動を要請する。 

緊急招集 □校長（管理祝）は、教職員を緊急招集し、以下について指示をする。 

緊急会議 

役割分担 

役割分担 
□教職員へ連絡し、役割分担を支持する。 

□守秘義務の遵守を確認する。 

生徒への連絡 
□緊急避難を要する事案は、全校放送等により避難場所を連絡する。集合後

の安否確認は、名簿等により確実に行う。 

保護者への連

絡 

□関係保護者に連絡する。学校関係者の目撃情報でない場合は、未確認情報

であると断ったうえで伝える。 

□事案に応じ、全保護者に電話や通知文等で緊急連絡をする。（事案により緊

急保護者会を実施する。） 

教育委員会へ

の報告 

□簡潔かつ最新情報を報告する。重大事案であるほど迅速に対応する。（まず、

電話連絡をする。） 

関係機関等と

連携 

□ＰＴＡ役員・同窓会長等にも説明および協力依頼をする。 

□警察・消防等と継続的に連携する。日頃からの連携を大切にする。 

報道対応 

窓口決定 

□報道対応窓口を管理職等に一本化する。また、報道対応班等が活動を開始

する。 

□重大事案は、早期に記者会見の開催を決定し、報道へ連絡する。 
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小海高等学校　緊急時　連携体制

情報収集
（教頭）

・情報収集係
　　生活指導係が中心

・記録、広報
　　教務係が中心

・５Ｗ１Ｈを時系列でまとめる
・関係生徒のプロフィール

　　学校生活の様子
　　指導・相談歴　等

・対応、情報は係へ集約
・ネット情報も収集

・人権や安全への配慮
・公表用文案の作成
・会見用Ｑ＆Ａの作成

　　　　　　緊急時の連絡体制を確実に

・クラス、班の緊急連絡名簿の作成（毎年４月）
・名簿は担任所持及び学校保管
・緊急時は究明を最優先するとともに保護者連絡

・学校長は保護者への緊急連絡担当者を指名
・学校長不在の場合は責任者を以下のとおりとする（①校長

②教頭③教務主任④生徒指導主事⑤学年主任）
・担任は保護者との連絡を密にし、学校長に報告

・班活動時の緊急連絡体制を確認

　　重大事故発生時の心得「さしすせその初期対応」

　さ　最悪を想定し、素早く
　し　慎重に意を持って、組織で対応

　す　素早く
　せ　誠意を持って

　そ　組織で対応を

施設・設備に関する事故

事件・事故・災害の発生

発見・通報の受理

（第一報）

管理下

管理外

生徒に関する事故

教職員に関する事故

自然災害・感染症

応急処置・暴力等の抑止

校長・教頭・事務長

消防署
１１９

移送

学校医

緊急医
担任・顧問等

保護者

警察署

１１０

係・事務室等の関係職員への連絡

現場・警察・病院への職員の緊急派遣

初期対応

　　　　報道機関対応

　　　　　（校長）
・誠実な対応

・確実な情報のみ統一文案で
・記者会見の検討

・Ｑ＆Ａの作成
・県教委、警察との対応

・電話対応者の指名

緊急連絡担当者の指名

危機対応チーム（情報分析・方針・指示・広報）
校長・教頭・事務長・教務主任・生活指導・養護教諭・学年主任

　　関係生徒・保護者対応

・連絡担当者の確認
・保護者、本人の意向確認

　　全校生徒・保護者対応

・連絡、公表内容の確認

・心のケア
・二次被害の防止

・情報管理（誤った情報や憶測
による情報を防ぐ。統一文案に

よる指示。）
・保護者連絡の内容、方法の検

討

警備会社

緊急協議
県教委・警察・校医

・県教育委員会への連絡・協議

　　高校教育課
　　心の支援課

　　保健厚生課

・警察署、消防署への連絡

・学校医への連絡

ＰＴＡ・同窓会・自治会との連携
（必要に応じて）

緊急連絡

　　当該生徒

　　 保護者
・迅速正確に事実を告げ

る

・マスコミ対応への確認

職員緊急連絡

近隣の学校
・施設

緊急職員会議
（情報共有・対応）

係会・学年会

教員の役割分担
人員配置計画の確認
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(2) 具体的な対応 

  

 ① 事案の確認 

 

 

 

 

 

 

 ② 危機対応チームの設置（校長・教頭・事務長・教務主任・生活指導主事・養護教諭・学年主任・） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（         ）が起きた。 

■発生時刻（  ）日（  ）時（  ）分 

■場所（       ） 

■該当者：生徒氏名（      ）（  ）年生 

■通報経路（     ）から 

□事件・事故の概要： 

□現在の状況： 

□病院等： 

■全教職員招集（職員会）：全職員に正確・迅速な情報伝達 

時間：  日（ ）  時    分～      場所：        にて 

② 生徒・保護者等に対する学校側の統一見解（統一文案の作成） 

① 情報収集、認識の共有 

（事案発生の状況、現場の状況、病院・警察等） 

 

 

 

  

③ 今後の対応（日程等、係分担）の決定 

日程の確認：関係生徒・保護者への対応 

      全校生徒・保護者への対応 

      外部団体（報道等）への対応 

支援の要請：県教育委員会・警察・消防等 

■危機対応チーム及び職員の係分担 

 □本部：校長・教頭・事務長・教務主任・生徒指導主事・養護教諭・学年主任・正副担任 

 □当事者の家庭対応係：被害、加害者の正副担任・学年主任 

 □マスコミ対応係：記者会見（校長）・会場案内（    ）・会場設営（    ） 

 □コメント作成係：マスコミ宛（    ）・生徒宛（    ）・保護者宛（    ） 

 □関係機関係：警察担当（    ）・消防署（    ）・保健所等（    ） 

 □生徒対応係：全校集会（    ）・状況把握（    ）・心のケア（    ） 

  □記録係：時系列による事実確認（    ）→ 記録用紙（別紙２） 

 □ＰＴＡ・同窓会係（    ） 

 □電話係（    ） 

関係生徒のプロフィール 

学校生活の様子：出欠状況、事件・事故前、当日 

指導・相談歴 

交友関係、メモ、ネット情報等 

（別紙１） 

④ 全職員での対応 

校長の判断・指示をもとに全職員が動くことの徹底確認 
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 ③ 当該生徒・保護者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 報道機関への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事件・事故について迅速に家庭連絡 

■迅速な訪問（弔問） 

     死亡の場合 

□校長・教頭・生徒指導・学年主任・担任他 

（校長：お詫び・無念さの表明・必要に応じて複数回、丁寧に） 

□遺族に対して、学校として可能な限りの援助を行うことを申し出る 

□遺品については、まず、学校で責任を持って保管し、遺族に配慮した対応をする（葬儀

終了後、急いで返却しないよう配慮） 

◆遺族との連絡担当者（担任・学年主任・教頭）を決め、校長の指示のもと遺族

と連絡を取り状況把握する。発生直後は、遺族は精神的に動揺しているので「事

実関係」を無理に聞かないようにする。 

◆適宜、学校の対応状況を伝える。（全校集会・緊急ＰＴＡ・事件の説明内容や方

法・通夜・葬儀への対応等については、事前に遺族の意向を確認してから動く） 

■警察からマスコミへの広報 → 学校へマスコミの問い合わせが来る。 

■高校教育課・警察と連絡とりながら。 

■広報予定時間（  日   時   分から、於：      ） 

■広報内容（            ） 

■迅速かつ適切に準備 

■誠実な対応 

■窓口の一本化 → 管理職（電話係：      ）事務長 

「今校長は電話に出られない・・・。」 

■事実関係が掴めない状況下では、校長が電話・マスコミ対応に振り回されないよう、状況によ

り下記の対応例で、事務長・教頭が対応。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外部の者は校長室に入れない。 

■記者会見は県教委と十分な協議により行う。マスコミへの広報は県教委が行う。広報は遅くと

も会見時間の１時間前となる。 → 緊急記者会見文例（別紙３） 

□「警察広報のとおりです。本校であるかを含め現時点ではお答えできません。」 

□「広報（警察からの連絡）は承知していますが、広報以上のことは分かりません。現在

情報を収集中です。個人情報に関わる内容も含まれます。ご家族（遺族）の意向が確認で

きていませんので、現時点ではお話できません。」 

□【自殺の場合：慎重に】「現在、情報収集中。状況が把握でき次第、現時点での状況をお

話しします。控室でもうしばらくお待ち下さい。 

 ➡時間設定：広報後１５～３０分以内が望ましい。 

□電話での問い合わせについては、マスコミ名・連絡先を確認し、改めてこちらから電話

をかけ直す。 
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 ⑤ 生徒・保護者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記者会見時の留意事項 

公表すべき情報の整理と記録。 予想Ｑ＆Ａの作成。（別紙４） 

記録から外れないよう誠意を持って。 経緯の説明は、事実を時系列に沿って説

明。数値は正確に。 

けがの程度は、できれば医師の診断所見

を用いる。 

背景や動機などは、学校として把握して

いる部分を明確にしながら。 

はっきりしないこと・わからないことは

後ほど調査して答える。 

二次的なものに発展しないよう、生徒へ

の直接取材・報道配慮を要請・依頼。 

係分担を決めておく。（進行・記録・会場

設営・案内係 等） 

会見時間をあらかじめ伝える。 

学校目標、生徒指導の方針、学校の特色等

の概要を確認しておく。 

確認事項：【Ex現時点（段階）では・・】

の限定で発表。 

事実は隠さずに→ 

 「そうです」 

曖昧なことは言わない→ 

 「現時点では、わかりません」 

守秘義務上言えないことは、断る。 

「・・・なので、言えません」 

関係者のマイナス面は、軽率に言わない。 

自殺等：慎重に＝「原因・理由」といった表現でなく、「背景・動機」という表現で。 

いじめ等の背景が明らかになるのは時間がかかるので、早い段階からいじめを否定しな

いこと。 

 生徒・保護者に伝える内容や表現は、事前に遺

族の意向を確認し、同じ内容を伝える。 

クラス・学年単位での場合、同じ内容を伝え

る。全校集会では過敏な反応に留意する。 

憶測で言わない。ネット・メール等の無責任な

情報発信に注意し、遺族の気持ちに配慮する。 

保護者宛通知文は事実、家庭でのサポートの

あり方、学校での心のケアを記述する。 

心のケアが必要な生徒の把握し、カウンセラー

の準備をする。 

事情聴取については充分な配慮する。また、

警察の聴取は家庭の了解を経て、職員同席

のもと行う。 

生徒が、通夜や葬儀に出席する場合は、遺族の

意向を確認し、マナー指導も行う。 



 

7 

 

(3) 不審者侵入時の対応 
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(4) 地震発生時の対応（地震発生時のフローチャート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

在校時か？ 

実験・実習 

安 全 確 保 

校舎外避難 

 

火災発生 

点呼・行方不明者の捜索 

負傷者の応急手当 

救 護 体 制 

情報連絡活動 

情報連絡班の設置 

被害状況の把握 

施設設備の点検 

生徒の帰宅 

保護者への引き渡し 

避難地に指定されている学校の対応 

・住宅街（ブロック塀注意） 

・商店街、ビル街（頭を保護し避難する） 

・乗り物（車外にでない） 

各自宅へ連絡 

死傷の場合：学校へ連絡 

火災発生時の対応（別紙参照） 

大きな揺れが止まったら、放送やハンドマイクの指示

により、グランド中央部へ避難。（状況にもよるが、避

難は震度４以上。） 

・火気使用時は即消火。 

・実験実習時は機械停止や電源停止

などの危険回避。 

・机の下に隠れ、身を守る。 

・慌てて外へ飛び出さない。 

・避難経路の確保。 

・体育館では頭部の保護。 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

重傷者がいる場合 

救急車で病院搬送 

死傷者がいる場合 

家庭へ連絡 

校長：教育委員会への連絡・報告 

   小海町及び県災害対策本部

へ報告 

誘導責任者 

授業中：授業担当者 

自習中：監督者・隣接教室の担当者 

清掃中：監督者・身近な教職員 

休憩中：担任・身近な教職員 

放課後：担任・身近な教職員 

班活動中：顧問・身近な教職員 

 

（停電等により校内連絡不能の場

合、最終判断は誘導責任者） 

地域住民への対応 

テレビやラジオ等の報道に注意 
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(5) 交通重大事故への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一報の情報共有 及び 校長の指示事項 

■第一報の情報共有（必要に応じて緊急職員会議） 

■情報収集 → 情報管理者（教頭）への報告を徹底 

  警察・消防からの情報収集（５Ｗ１Ｈ・搬送先・他の被害者の有無等） 

  事故現場へ複数教員（生活指導主任）派遣（携帯所持・状況や目撃生徒の確認等） 

■連絡 

  被災生徒保護者への連絡 → 担任等 

  県教委への第一報（電話・ＦＡＸで要点のみ）必要に応じて協力要請 

■報道窓口の一本化 → 教頭・事務長 

■時系列で記録 → 教務主任 

登校中の場合 下校時・放課後の場合 

危機対応チーム 

■緊急職員会議 

■県教委への協力要請 

危機対応チーム 

■教職員の緊急招集 

■県教委への協力要請 

遺族対応 遺族対応 

生徒への説明 生徒への説明準備 

ケア態勢 

■目撃生徒・友人の把握と

ケア 

ケア態勢 

■目撃生徒・友人の保護者

へケア要請 

平常授業へ 翌日へ 

第一報の受理 

教職員の緊急招集 

校長 

■搬送先病院へ急行 

  管理課の場合は謝罪 

  保護者への付き添い 

  病院関係者から情報収集 

  学校への連絡 

教頭 

■教職員への指示 

  情報収集（情報の一元化） 

  県教委への第二報の連絡 

  ハイリスクとなる生徒把握の指示

（目撃生徒や友人） 

■生徒死亡の際 

  遺体が自宅に戻るまで付き添う 

  遺族に兄弟姉妹がある場合は、教

職員へ配慮を指示 

  献花等の指示 

ＳＣによる緊急支援 

学校 → 県教育委員会 
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(6) 風水雪害・土砂災害発生時等の対応 

 

気象庁が発表する気象情報・注意報や、公共交通機関の運行状況等の情報を収集し、大雨や暴風、

大雪によって登下校時の危険が予想される場合は、「臨時休業」や「自宅待機」、「始業時刻を遅らせる」、

「授業の打ち切り」等の措置をとる。 

また、「JR小海線」の運行状況（運休等）に影響を及ぼす場合においても、同様の措置をとる。ただ

し、運休等が継続しても、代替運行の交通機関が確保された時点で臨時休業の措置は解除する。 

なお、最寄り駅までの登校に危険が予想される場合や、交通機関のまひ等により登校が困難な場合は、

学校からの指示とともに各家庭が自主的に判断する。その際の欠席については、「公欠」等の扱いとす

る。 

 

① 前日に、「臨時休業」や「始業時刻を遅らせる」等の措置が予想される場合 

    

前日の夜○○時○○分と、当日の朝５時３０分に「オクレンジャー」で情報配信することを生徒

に伝える。（危機管理チームで検討。） 

 

② 当日、「臨時休業」や「始業時刻を遅らせる」等の措置をとる場合 

  

朝５時３０分に「オクレンジャー」で情報配信する。（JR の運行状況を確認したうえで、校長・

教頭・教務主任で判断する。） 

 

   「臨時休業」：大雨や暴風、大雪によって登校時の危険が予想され、生徒の安全を確保できないと

判断される場合。 

  

「自宅待機」：大雨や暴風、大雪によって登校時の危険が予想されるが、早い段階で回避できる可

能性がある場合。この場合は、JR小海線に乗車する時刻の関係から、５時３０分・

７時３０分・９時３０分までの３段階で判断する。なお、９時３０分までに判断で

きない場合は、「臨時休業」とする。（９時３０分までに判断できれば１０時台に乗

車でき、４時限から授業が再開できる。） 

  

「始業時刻を遅らせる」：大雨や暴風、大雪によって登校時の危険が予想されるが、早い段階で回

避できる可能性があり、明らかに授業再開の時間が特定できる場合や、確実に安全

を確保してから再開する場合。この場合、○時限目から授業を行うことを情報配信

する。 

 

③ 当日、「授業の打ち切り」の措置をとる場合 

 

確定した時点で、「オクレンジャー」により保護者あて情報配信をする。（危機管理チームで検討。） 

 

「授業の打ち切り」：大雨や暴風、大雪によって下校時の危険が予想され、生徒の安全を確保でき

ないと判断される場合。また、JR小海線が運休となりそうな場合。 
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(7) 救急救命体制 

 

  緊急時には傷病者が発生する可能性も高い。傷病者の生命を第一に考え、救急対応の手順は下記の

とおりとする。 

 

 ① 救急対応の手順 

    

   ■発生した事故災害の状況把握 

   ■傷病者の症状等の確認 

     ・出血 ・意識 ・呼吸 ・脈拍 ・傷 ・骨折 ・その他の症状等 

   ■心肺蘇生法などの応急手当（現場で直ちに） 

   ■ＡＥＤの手配・協力要請と指示 

   ■必要と判断したら、速やかに１１９番通報（救急車要請） 

   ■管理職・養護教諭と保護者へ連絡し、協力を仰ぐ 

   ■救急車に教職員が同伴し、連絡が取れる準備 

   ■担当者を決め、詳細な記録を取る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 救急車の要請基準 

 

   ■意識喪失を伴うもの 

   ■ショック症状（蒼白・脱力感・脈異常・冷汗・あくび 等） 

   ■痙攣が持続するもの 

   ■多量の出血を伴うもの 

   ■骨の変化が見られるもの 

   ■大きな開放創（開いた傷）をもつもの 

   ■広範囲の火傷 など 

頭頸部外相事故発生時の対応（頭頸部や顔面に強い衝撃を受けた時） 

□安静にしてすぐに専門医の診察を受けること。 

□本人が「大丈夫」と言っても安静を保ち、最低24時間は観察し一人にしないよ

う配慮する。 

 

一次救命処置の手順 

反応なし 

呼吸をみる 

呼吸なし 

心肺蘇生法 

ＡＥＤ 

大声で応援を呼ぶ・119番通報・ＡＥＤ手配 

気道確保・応援と救急隊を待つ・回復体位 

死戦期呼吸は心停止として扱う 

ただちに胸骨圧迫を開始（人工呼吸はできれば） 

心電図解析後、必要であれば電気ショック 
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４ 安否確認 

 

(1) 生徒（保護者）・教職員の安否確認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 連絡が取れない者の対応について 

 

  他の連絡方法も含め情報収集を継続する。得られた情報については教頭と共有し、確実な情報が得

られた時点で対応を決定する。 

  なお、重大事故の発生を確認した場合は(3)のとおりとする。 

 

(3) 重大事故が発生した場合の対応について 

 

重大事故が発生した場合は、「３ 緊急事態発生時の対応」に準じて対応するものとする。 

 

(4) 個人情報の持ち出しについて 

 

  安否確認をするために、家庭への電話連絡等が必要となる場合がある。クラスの連絡網や、家庭の

連絡先等を携行する時は、「個人情報持ち出し許可願い簿」に記入し、取り扱いには十分注意すること。 

 

(5) 緊急連絡網について 

 

  オクレンジャーの「安否確認」機能が利用できない場合は、電話による緊急連絡網で安否確認をす

る。 

「安否確認」実施の判断（学校長） 

オクレンジャーの「安否確認」機能を利用して一斉配信（教頭） 

（未読者へは 10分間隔で５回自動再送信） 

回答状況の確認（教頭） 

未読・未回答者を確認し担任へ連絡（教頭） 

（教職員の場合は事務長・教務主任対応） 

電話連絡等で確認後、教頭へ連絡（担任） 

連絡が取れない者の把握

（教頭） 

学校長へ報告（教頭） 

重大事故発生の確認 

（教頭） 

全員の無事及び避難状況

等確認（教頭） 

回答は、災害等の状況により

「無事」「避難」「被害」等の

選択形式とし、状況等は記述

形式とする。 

常時、持ち歩いている先生もいらっしゃると思います。取り扱いには十分注意

し、年度当初に上記の手続きを済ませておくこととします。 
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５ いじめ対応 
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６ プライバシーを侵害する個人情報（画像を含む）がインターネットにアップされた事案の対処につ

いて 

 

(1) 状況把握 

 

① 生徒たちから収集した情報を確認するために画像を閲覧する場合は、本人および保護者に同意を

求めることを基本とする。 

 

② 職員が児童ポルノの疑いのある画像を確認する際には、同性の者が複数で対応するなどの配慮を

する。 

 

(2) 画像の拡散防止 

 

① 画像拡散防止のためには、情報収集を迅速にするとともに、関係生徒が画像を保存していると思

われる機器の学校への提出または保護者による危機保管を依頼する。 

 

② ①の依頼と同時に、保護者に今後の対応への意向（被害届の提出等）を確認すること。特に重篤

な状況が懸念される場合は、警察等と連携しなければ解決困難である旨を説明すること。 

 

(3) 事前指導における留意点 

 

① 当事者の意図に関わらず、プライバシーを侵害する個人情報（画像を含む）が一旦インターネッ

ト上にアップされると永久に削除できない可能性が高いこと。 

 

② インターネットでわいせつ画像を送受信する行為の法令上の扱い 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護者等に関する法律（略称：児童ポルノ禁

止法）によると、画像を作成した者及びそれを送信した者ならびにそれを所持する者についても違

法行為となる。 

 

 

心の支援課 平成 27年 12月 18日 27教心第 252 

インターネットによる児童生徒の画像流出防止の徹底について（依頼）による 
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資料 

 

 

緊急時連絡先一覧 

≪関係団体・機関≫ 

ＰＴＡ役員等 別途作成 

佐久警察署 ６８－０１１０ 小海町役場  ９２－２５２５ 

臼田警部交番 ８２－０１１０ ＪＲ小海線営業所  ６３－５０６１ 

小海町交番 ９２－２０５７ ＪＲ中込駅 ６２－０００２ 

南部消防署  ９２－０１１９ 小海タクシー ９２－２１３３ 

新日本警備保障  026-226-7660 八千穂タクシー ８８－２０６４ 

 

 ≪医療機関≫ 

佐久総合病院 ８２－３１３１ 
佐久総合病院 

佐久医療センター 
６２－８１８１ 

佐久総合病院 

小海分院 
９２－２０７７ 

佐久総合病院 

小海分院内科 

（学校総合保健管理医） 

９２－２０７７ 

佐久総合病院 

付属小海診療所 
９２－２１６３ 

羽毛田歯科医院 

（学校歯科医） 
９２－２２０８ 

雨宮病院 ８２－５３１１ 
中沢眼科クリニック

（学校医） 
６２－０１５７ 

千曲病院 ８６－２３６０ 
豊里薬局 

（学校薬剤師） 
９２－３１３０ 
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生徒メモ 

 

生徒メモ 

生徒名（ふりがな） 生年月日 

平成   年    月   日生 

歳 

住所 ＴＥＬ 

保護者名 

 

（職業           ） 

家族 

 父・母・兄弟姉妹・祖母 

出欠状況 

 現在までの欠席    日 

指導歴 

交友関係 

事件前の様子 

当日の様子 

その他 
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記録用紙 

 

記録者（             ） 

 

日付 曜日 時間 事 案 対応職員状況 家庭対応 関係機関 
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緊急記者会見文例 

 

 【進行：教頭】「このたびの・・・事故（事件）に関して緊急記者会見を行います。」 

        「校長から説明を申し上げます。」 

（会見予定時刻より前には始めない。） 

 【会見：校長】 

１謝罪 このたびは、・・の時間という学校管理下でこのような大きな事故（事件）が起こ

り、大変申し訳なく思っております。亡くなられた・・さんとご家族に深くお詫び

するとともに、生徒諸君に動揺を与え、関係の皆様方にご心配をお掛けし、誠に申

し訳なく思っております。 

２現状説明 本（昨）日、○月○日、○時○分、本校○学年在籍の・・さんが・・の際、・・に

より、残念ながら・・病院にて・・・ました。 

《詳細について》 

・ 前日の状況 

 

・ 当日の状況 

 

・ 発見の状況  

 

・ 第一発見者 

 

・ 初期手だて、応急処置 

 

・ 病院搬送状況 

 

・ 保護者への連絡状況 

 

３原因究明 ・・・でありましたが、予見することは残念ながらできませんでした。・・・安全

配慮が十分（適切）であったかどうか、現在、原因究明に取り組んでおります。 

４責任表明 学校の責任者として今回の事故について、深く責任を感じております。 

あらためて、お詫び申し上げます。 

５再発 

防止策 

このような事故が二度と起こらないように、教頭・保健主事・養護教諭を中心とし

て、全生徒の健康チェックを徹底し、特に日頃から持病を抱えている生徒等につ

いて、医師・保護者と連絡を密にして、再発防止のため、改めて全校職員に周知徹

底をして参ります。 

６ Ｑ&Ａ 《別紙 問答例》 

 

  【進行：教頭】「以上で、記者会見を終了いたします。」 
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想定される質問例 

 Ｑ Ａ 

１ ・・分近くもなぜ気が付かなかったの

か？ 

通常なら・・であると思いこんでいました。しかし、

実際には・・・で、絶えず生徒の動向に気を配って

いるべきでした。 

２ 早く気が付いていれば、・・ではなかった

のでしょうか？ 

その可能性は大きいと思います。 

３ ・・先生の監督責任はあると思います

か？ 

・・に対して、注意を払うべきだったという面で責

任を感じております。日頃から、生徒の動向に注意

を払うという姿勢が、全職員に徹底していなかった

ことについて、生徒の安全を守るという安全管理が

十分でなかったと反省しております。 

４ ・・の際、異常に気が付かなかったんで

すか？ 

特に異常には気が付きませんでした。・・という状

況でありましたので今回も・・・でした。 

５ ・・ということであれば、・・の際、配慮

されるべきだったのではないですか？ 

その点については、承知しておりましたが、特に・・

といったこともなかったので、普通に・・していま

した。また、入学以来・・なかったので、今回も・・

でした。 

６ 最近の出席状況や健康状態はどうだっ

たのですか？ 

この１ヶ月は、欠席○○日、遅刻○○日で、本日は・・

でした。 

７ 校長・教頭はいつ知ったのですか？ ・・し、○○時ごろ、○○先生から電話にて連絡を

受けました。 

８ ＡＥＤは使用したんですか？ 本校では、体育研究室入り口と保健室前に設置して

ありまして、・・・・ました。 

９ ＡＥＤが使用されれば、助かったんでは

ないでしょうか？ 

医学的に専門的なことは分かりません。 

10 救急車が到着するまでの状況を詳しく

話してください。 

発見されたのが・・時だったので、○○先生が発見

した時には・・の状況で、大声で他の職員を呼びす

ぐに人工呼吸と心臓マッサージを行いました。救急

車を手配したのは、この時駆けつけた○○先生で、

○○時○○分ころ、呼んでから○○分ぐらいで到着

しました。 

11 警察にはいつ連絡したのですか？ 救急車を呼んだときに、教頭が連絡しました。現場

検証が、これから行われます。 

12 他の生徒に動揺はありますか？ 全校集会では・・でしたが、全体には落ち着いてい

ると思います。 

13 他の保護者にはどのように知らせる

か？ 

明日以降、全校の保護者会を予定しています。 

14 ・・という時間からして、予防策はとっ

ていたのか？ 

・・のような対策はとっていました。 

15 遺族にどんな言葉を掛けたのか？ 安全であるはずの・・で、このような事が起ってし

まったことを深くお詫びいたしました。 
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16 遺族の方は、何と言っているのですか？ 事故の報告とお詫びを申し上げたところで、まだお

話は伺っておりません。 

17 学校としてはどのように責任をとるつ

もりか？ 

ご遺族の方のお気持ちを十分に伺い、県教委と相談

をしながら考えたいと思っております。 

18 通常、・・の際、生徒の健康チェックはし

ているのですか？ 

ＳＨＲや出席点呼をとるなかで健康状態を確認し

ています。また、体調不良の生徒は必ず申し出るよ

う指示しています。 

19 事故が起こった・・は、生徒にとって適

切な教材（科目）ですか？ 

生徒の実情に併せており、授業内容については、シ

ラバスとして生徒・保護者にも知らせしています。 

20 ご家族には、いつ連絡をしましたか？ 学校で応急処置をしている際に、担任から連絡をし

ました。当初連絡が取れなかったのですが、・・時頃

連絡がつき、その後すぐに病院に来ていただきまし

た。 

21 日頃の安全教育・対策は？ Ex.救急救命講習会、交通安全教室、防災訓練、避難

訓練、人権教育・・・を行っております。 

22 「いじめ」があったのではないのです

か？ 

原因は？ 

調査中でありますので、現時点では明確なお答えを

する段階に至っておりません。 

事件の背景や動機につきましても、まだ確認するに

至っておりません。 

 

 

記者会見会場設営（八ヶ嶺会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会見テーブル 

テーブルには白布 

（足元が見えないように） 

校長と壁の間にスペ

ースを作らない 

（後方からカメラ撮

影されないように） 

ある程度の広さがある「会議室」が望ましい 


